
中小企業信用保険法第２条第５項第５号（イ）の規定による認定申請について  
 

■認定基準について 

藤沢市で認定を受けるには、次の条件を全て満たしていることが条件です。 
①事業所（法人：本店登記場所 個人：主たる事業所）が藤沢市内にあること 

②最近３か月間の売上高が前年同期と比べて５％以上減少していること 

③経済産業大臣の指定を受けた業種(以下｢指定業種｣※という)に属する事業を行っていること 

※「指定業種」に複数該当する場合や、「指定外業種」も含む事業を行っている場合は、「兼業者」となり申請書は、

兼業①～兼業③の 3通りあります。詳しい要件は、裏面の表１をご確認ください。 

■申請に必要なもの 

□ ①印鑑（代理申請ではない場合） 

 法人：会社の実印 ／ 個人事業主：認印   

□ ②認定申請書（ホームページよりダウンロード可能・窓口での記入可能【要押印】） 

 ※認定申請書は１部のみ必要となります。 

※代理申請の場合は認定書余白に「捨印」を押印してください。 

□ ③法人（個人事業主）の実在確認書類 

 法人 〇法人謄本（履歴事項証明書など） 

    または 

〇法人税申告書[別表１]（電子申告の場合は受付番号が記載されているもの） 

個人 〇確定申告書[申告書 B] 

※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料としては「不動産賃貸契約書」、「光熱費の領収書」、

など複数の情報を組み合わせることで確認をすることも可能です。 

□ 

 

 

④売上額等確認書類 

 〇最近 3 か月間及び前年同期 3 か月間の売上高を確認できる書類、もしくは「売上確認

資料５号（イ）」（ホームページよりダウンロード可能・窓口での記入可能【要押印】）に記

載してください。※兼業①～③に該当する場合は、この他に別途必要な書類がございます。 

詳しくは、裏面の表２でご確認ください。 

□ ⑤委任状（金融機関等代理申請の場合） 

金融機関等による代理申請の場合、委任状が必要となります。委任状の様式はホームペー

ジよりダウンロード可能です。 

※必要書類が揃っていないと、受付できませんのでご注意ください。 

※融資を受ける際は、この認定申請とは別に融資申込、金融機関及び信用保証協会による審査があります。 

■受付時間 

午前… ９：００～１１：３０    午後…１３:００～１６：３０ 
（平日のみの受付となりますので、ご了承ください。） 

■認定書の交付時期 

◎翌々日営業日 １０時以降に交付（令和 2 年 4 月 15 日より審査数増加により変更となりました） 

（例：月曜日申請の方は水曜日 10 時、金曜日申請の方は翌週火曜日 10 時交付となります） 

 

 

 

 

 

認定窓口・お問い合わせ先 

公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当 

所在地：〒251-0052 藤沢市藤沢６０７－１ 藤沢商工会館２階 

ＴＥＬ：０４６６－２１－３８１１／ＦＡＸ：０４６６－２４－４５００ 

Ｈ Ｐ：http://ssc.cityfujisawa.ne.jp/yushi/ 

     ↳こちらから、申請書のダウンロードができます。 

http://ssc.cityfujisawa.ne.jp/yushi/


表 1 表２ 

申請書 売上額等確認書類一覧

5号(イ)兼業③ Ⓐ最近3か月間の売上額を確認できる書類
Ⓑ前年同期3か月間の売上高を確認できる書類
※ⒶⒷは、「企業全体」と「指定業種のみ」双方の確認書類

5号(イ) Ⓐ最近3か月間の売上額を確認できる書類
Ⓑ前年同期3か月間の売上高を確認できる書類

5号(イ)兼業①
Ⓐ最近3か月間の売上額を確認できる書類
Ⓑ前年同期3か月間の売上高を確認できる書類
Ⓒ業種ごとの最近１年間の売上高のわかるもの
※ⒶⒷは、「企業全体」と「主たる事業」双方の確認書類

5号(イ)兼業②
Ⓐ最近3か月間の売上額を確認できる書類
Ⓑ前年同期3か月間の売上高を確認できる書類
Ⓒ業種ごとの最近１年間の売上高のわかるもの
※ⒶⒷは、「企業全体」と「主たる事業」双方の確認書類

１

•日本標準産業分類(平成19年11月改訂版）において、該当する業種を特定します。

• ※セーフティネット保証5号の指定業種以外も含む全業種が掲載されています。

２

•該当する業種の細分類番号（４桁）を特定します。

•※複数該当する場合もあります。

３

•セーフティネット保証5号の指定業種に、②で特定した細分類番号があるか確認します。

•※リストに記載があるものが、平成24年11月1日以降のセーフティネット保証5号の指定業種です。

•※リストに記載がないものは、指定外業種となります。

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指定業種の検索方法 

「指定業種」は、右表の方法で検索できます。  

 

※「日本標準産業分類（平成25年度10月改訂版）」｢セーフ 

ティネット保証5号の指定業種」は、中小企業庁のホーム 

ページで見ることができます。 

 

※右表の方法でも分からない場合は、窓口で確認します 

ので、事業の内容をご確認のうえお問い合わせください。 

セーフティネット保証5号（イ）の認定要件確認表

2

指
定
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る

セーフティネット保証５号の認定の対象外

No
No

※１：兼業者とは、２以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

※２：主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

注）兼業①から③について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

or

or

行っている事業と指定業種の関係

兼業者※１であって、行っている事業が全て

指定業種に属する

兼業者※１であって、１以上の指定業種（主

たる業種かどうかを問わない）に属する事業

を行っている。

認定要件

【兼業①】

企業全体の最近３か月の売上高等が前年同期比で５％

以上減少

【兼業②】

ⓐ主たる事業の最近３か月の売上高が前年同期比で

５％以上減少

ⓑ企業全体の最近３か月の売上高が前年同期比で５％

以上減少

【兼業③】

ⓐ指定業種の最近３か月の売上高が前年同期比で減少

ⓑ指定業種の減少額が、企業全体の前年同期の売上高

と比較して５％以上減少

Ⓒ企業全体の最近３か月の売上高が前年同期比で５％

以上減少

【単一事業】

企業全体の最近３か月の売上高が前年同期比で５％以

上減少

Yes

認定申請書

指定業種に属する１事業のみを行っている

兼業者※１であって、主たる事業※２が属する

業種（主たる業種）が指定業種に該当する

Yes

兼業者※１であって、行っている事業が全て

指定業種に属する

兼業者※１であって、１以上の指定業種（主

たる業種かどうかを問わない）に属する事業

を行っている。

（「指定業種」が複数あった場合、どれを

「指定業種」として申請するかは自由）

指定業種に属する１事業のみを行っている

兼業者※１であって、主たる事業※２が属する

業種（主たる業種）が指定業種に該当する

5号（イ）兼業①

5号（イ）兼業③

5号（イ）

5号（イ）兼業②

Yes

Yes

Yes


